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第8節  樋門 

8．1 総説 

8．1．1 適用範囲 

＜標 準＞ 

本節は、樋門（樋管を含む）を新設或いは改築する場合の設計に適用する。 

 

8．1．2 用語の定義 

＜標 準＞ 

次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ以下に示す。 

一． 柔構造樋門：沈下を許容する直接基礎の樋門 

二． 剛構造樋門：非たわみ性構造の函渠で、沈下の影響を無視できる直接基礎の樋門 

三． 残留沈下量：函渠直下における函渠設置後の地盤の沈下量 

四． 樋門周辺の堤防：樋門本体直上及びその周辺の堤防で、開削や地盤改良等の施工の影

響を受ける範囲或いは抜け上がり等の樋門の影響を受ける範囲 

 

8．2 機能 

＜必 須＞ 

樋門は、ゲートを全閉することにより、堤防機能を有するよう設計するとともに、ゲート

全閉時以外において、当該施設の設置目的に応じて、取水機能、排水機能、舟を支障なく通

行させる機能を有するよう設計するものとする。 

 

8．3 設計の基本 

＜必 須＞ 

設計に当たっては、以下の事項を反映するものとする。 

１）樋門は、計画高水位（高潮区間にあっては、計画高潮位）以下の水位の流水の作用に対

して安全な構造となるよう設計するものとする。また、高規格堤防設置区間及び当該区

間に係る背水区間における樋門にあっては、前述の規定によるほか、高規格堤防設計水

位以下の水位の流水の作用に対して耐えることができる構造となるよう設計するものと

する。 

２）樋門は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げることなく、周辺の河岸及び河川管

理施設等の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに樋門に接続する河床及び高水敷等の洗

掘の防止について適切に配慮された構造となるよう設計するものとする。 

３）樋門は、樋門周辺の堤防との不同沈下或いは空洞化をできるだけ小さく留める構造とな

るよう設計するものとする。 

４）樋門は、常用電源が喪失した場合においても必要最小限な開閉操作ができるよう設計す

るものとする。 

 

＜標 準＞ 

１）設計に当たっては、樋門に求められる機能を満足するように樋門の位置、函渠の配置、

樋門の敷高、構造形式を設定するとともに、設計の対象とする状況と作用に応じた安全

性能を設定し、照査によりこれを満足することを確認する。 

２）環境及び景観との調和、構造物の耐久性、維持管理の容易性、施工性、事業実施による

地域への影響、経済性及び公衆の利用等を総合的に考慮することを基本とする。 

３）函軸方向は、堤防方向に直角にすることを基本とするが、高規格堤防特別区域内での函

軸方向は、滑らかに通水され、土砂等の堆積のおそれがない場合は、堤防法線に対し直
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角にしなくてもよい。 

４）樋門の構造形式は、柔構造樋門を基本とする。ただし、基礎地盤が良質な場合は、剛構

造樋門を採用してもよい。 

５）樋門は、樋門に求められる機能を満足するために、土砂が堆積しにくい構造となるよう

設計するとともに、維持管理上、堆積土砂等の排除に支障のない構造となるよう設計す

るものとする。 

 

8．4 基本的な構造 

8．4．1 函渠の内空断面の設定 

＜必 須＞ 

函渠の内空断面は、支川の計画高水流量（取水の用に供する樋門にあっては計画取水量、

舟の通行の用に供する樋門にあっては計画高水流量及び通行すべき舟の規模）、維持管理を勘

案して設定するものとする。なお、河川（「準用河川」を含む）以外の水路が河川に合流する

箇所において当該水路を横断して設ける樋門について準用するものとする。 

 

＜標 準＞ 

函渠の内空断面は、次により設定することを基本とする。 

１）内空断面 

函渠の内空断面は、内空幅・内空高とも 1m 以上とすることを標準とする。 

ただし、函渠長が 5m 未満であって、かつ、堤内地盤高が本川の計画高水位より高い場合に

おいては、内空幅・内空高とも 0.3m まで小さくすることができる。また、2 門以上の函渠端

部の内空幅は、函渠中央部の内空幅と同一とする。 

２）排水機能が求められる場合の余裕高 

流木等流下物が多い場合を除き、函渠の余裕高は、樋門が横断する河川又は水路の計画高

水位に次に掲げる値を加えた高さ以上とする。 

 ・計画高水流量が 50m3/s 未満の場合：0.3m 

 ・計画高水流量が 50m3/s 以上の場合：0.6m 

ただし、支川の計画高水流量が 20m3/s 未満の場合、上記の値を流下断面の水深の 1 割以上

とすることができる。なお、柔支持基礎を採用する場合は、函渠が沈下した場合にも流下能

力を確保するため、函渠の余裕高に残留沈下量を加える。 

３）ゲートの門数 

できる限りゲートの門数を少なくするよう設計することを基本とする。やむを得ず 2 門以

上のゲートが必要となる場合には、それぞれの函渠の内空幅は 5m 以上を基本とする。ただし、

内空幅が内空高の 2 倍以上となるときは、この限りでない。 

 

8．4．2 函渠長 

＜標 準＞ 

函渠長は、計画堤防断面の川表、川裏の法尻までとなるよう設計することを基本とする。 

 

8．4．3 門柱の天端高 

＜標 準＞ 

門柱の天端高は、ゲート全開時のゲート上端部にゲートの管理に必要な高さを加えた高さ

を確保し、管理橋の桁下高が計画堤防高以上となるよう設計することを基本とする。 
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8．4．4 材質と構造 

（１） 使用材料 

＜標 準＞ 

設置目的に応じて要求される強度、施工性、耐久性、環境適合性等の性能を満足するため

の品質を有し、その性状が明らかにされている材料を使用することを基本とする。 

 

（２） 主な構造 

＜必 須＞ 

函体、遮水壁、門柱、胸壁、ゲートの操作台は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる

構造とする。函体、遮水壁、胸壁、翼壁、水叩き、遮水工は、部材の安全性と継手部の水密

性の確保によって、全体として必要な水密性を有する構造となるよう設計するものとする。 

ゲートは、鋼構造又はこれに準ずる構造とし、ゲートは確実に開閉し、かつ、必要な水密

性を有する構造となるよう設計するものとする。 

ゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造となるよう設計するも

のとする。 

 

＜標 準＞ 

函渠、翼壁、水叩きは必要に応じ継手等によって屈とう性を有する構造とし、護床工は地

盤の洗堀や変形に追随する構造となるよう設計することを標準とする。 

 

（３） 設計用定数 

＜標 準＞ 

設計に用いる各種定数は、適切な安全性が確保できるよう、使用する材料の力学特性を考

慮し、必要に応じて調査・試験を実施したうえで、設定することを基本する。 

 

① ヤング率 

＜標 準＞ 

設計に用いるヤング率は、使用する材料の特性や品質を考慮したうえで適切に設定するこ

とを基本とする。 

 

② 地盤に係る定数 

＜標 準＞ 

ボーリング調査、サウンディング調査、現位置試験、室内土質試験を組合せた地盤調査（既

往調査含む）や周辺の工事履歴、試験施工等に基づき総合的に判断し、施工条件等も十分に

考慮したうえで、地盤に係る定数を設定することを基本とする。 

 

（４） 鉄筋コンクリート部材の最小寸法 

＜標 準＞ 

鉄筋コンクリートの部材の最小寸法は、耐久性、強度を有するために必要なかぶり及び施

工性に配慮し設定することを基本とする。 

 

8．4．5 樋門周辺の堤防 

＜必 須＞ 

樋門周辺の堤防が一連区間と比較して相対的に弱点とならないように設計するものとす
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る。 

 

＜標 準＞ 

樋門周辺の堤防に用いる土質材料は、堤防に適したものを選定し、十分に締固めを行うも

のとする。また、樋門周辺の堤防の断面形状は、樋門本体による止むを得ない切り込みを除

き、隣接する堤防の大きさ（堤防高、天端幅、堤体幅）及び計画堤防の大きさを上回る大き

さとすることを基本とする。 

必要に応じて「第 2 節 堤防」に準じて堤防の安全性照査を行い、一連区間と比較して相対

的に安全性が低下しないよう必要に応じて強化対策を行う。 

 

8．5 安全性能の照査等 

8．5．1 設計の対象とする状況と作用 

＜標 準＞ 

安全性能の照査に当たっては、設計の対象とする状況と作用を次の表のように設定し、こ

れを踏まえて照査事項を設定することを基本とする。常時、洪水時及び地震時については全

ての樋門において設定し、これに加えて、高潮区間の樋門の場合には高潮時、湖岸堤等に設

ける樋門の場合には風浪時について設定することを基本とする。 

取水や舟の通行等治水以外の設置目的を有する場合には当該設置目的に応じた常時の作用

を適切に設定することを基本とする。 

 

樋門の状況 作用 

常時 自重（死荷重）、活荷重、地盤変位の影響、土圧、水圧、揚圧力、風荷重、

温度変化の影響、コンクリートのクリープ及び乾燥収縮の影響、負の周

辺摩擦力の影響、雪荷重、プレストレス力等 

洪水時 自重（死荷重）、活荷重、地盤変位の影響、土圧、水圧※、揚圧力、風荷

重、温度変化の影響、コンクリートのクリープ及び乾燥収縮の影響、負

の周辺摩擦力の影響、雪荷重、プレストレス力等 

※計画高水位、高潮区間にあっては計画高潮位 

高潮時 高潮位における波浪による波圧 

風浪時 風浪による波圧 

地震時 自重（死荷重）、地震動、活荷重、地盤変位の影響、水圧、揚圧力、温度

変化の影響、負の周辺摩擦力の影響、地震の影響※、雪荷重、プレスト

レス力等 

※地震時土圧、地震時動水圧、液状化の影響 

その他 津波による波圧 

副振動、セイシュによる影響 

施工時荷重 

流木の衝突 

舟の衝突 

高規格堤防設置区間及び当該区間の背水区間の樋門の照査に当たっては、計画高水位での

静水圧を高規格堤防設計水位での静水圧に置き換えて行うことを基本とする。 
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8．5．2 安全性能の照査 

＜標 準＞ 

樋門は、「8.5.1 設計の対象とする状況と作用」に対し、以下の事項について安全性能を設

定して照査することを基本とする。 

１）常時の安全性能 

２）洪水時の安全性能 

３）耐震性能 

４）風浪等に対する安全性能 

安全性能の照査に当たっては、これまでの経験及び実績から妥当とみなせる方法又は論理

的に妥当性を有する方法等、適切な知見に基づく手法を用いることを基本とする。 

 

（１） 常時の安全性能 

＜標 準＞ 

樋門の自重や樋門周辺の堤防からの土圧等の作用や地盤変位の影響等の諸条件を設定し、

発生する応力度、変位や支持力等を評価し、許容値を満足することを照査の基本とする。 

また、沈下抑制対策を行った場合には、盛土終了後に残留する樋門本体位置とその周辺の

堤防の圧密沈下量の差分を評価し、許容値を満足することを照査の基本とする。許容値を満

足しない場合は、対策工を検討し、そのうえで許容値を満足することを照査する。 

新規築堤や引堤のように、樋門とともに樋門周辺の堤防を新たに築造する場合には、樋門

周辺の堤防に関しても地盤の複雑さに応じて、「設計編 第 1 章 河川構造物の設計 第 2 節 堤

防 2.7 安全性能の照査等」の記載に従って安全性能の照査を行うことを基本とする。 

 

（２） 洪水時の安全性能 

＜標 準＞ 

洪水時の安全性能は、ゲートへの水圧、床版への揚圧力、本体・ゲート・付属施設（操作

室・管理橋等）の自重、土圧が作用する状態で、以下の項目について照査することを基本と

する。 

１）函体の安全性 

自重、洪水時の土圧や水圧が作用した状態で函体が安定する（浮き上がらない）ことを確

認する。内空高よりも大きい土被りがある函体は照査を省略できる。 

２）発生応力 

樋門及びゲートの部材に発生する応力が「8.5.3 の許容応力度」以下となることを確認する。 

３）耐浸透性 

樋門と堤体との接触面における浸透に対して、所定の安全性を確保する。 

４）ゲート閉鎖の確実性及び水密性 

ゲート閉鎖の確実性（床版及び戸溝に土砂が堆積しない、確実な閉操作が可能なこと）、水

密性を確保する。 

 

（３） 耐震性能 

＜標 準＞ 

耐震性能の照査に当たっては、レベル 1 地震動に対して地震によって樋門としての健全性

を損なわないことを照査し、レベル 2 地震動に対して樋門としての機能を保持する、或いは

樋門としての機能の回復が速やかに行い得ることを照査の基本とする。 
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（４） 風浪等に対する安全性 

＜標 準＞ 

風浪等に対する本体の安全性能の照査は、本体が受ける水圧及び波圧の作用に対して安全

性を評価し、許容値を満足することを照査の基本とする。風浪等に対する樋門周辺の堤防の

安全性能の照査は、「設計編 第 1章 河川構造物の設計 第 2節 堤防 2.7 安全性能の照査等」

を満足することを基本とする。 

 

8．5．3 許容応力度 

＜標 準＞ 

許容応力度等は、使用する材料の基準強度や力学特性を考慮して、適切な安全性が確保で

きるように設定することを基本する。 

 

8．6 各部位の設計等 

8．6．1 本体 

（１） ゲート 

① ゲートの構造 

＜必 須＞ 

ゲートは、確実な開閉が行えるとともに必要な水密性を有する構造とし、残留沈下及び傾

斜を考慮して設計荷重に対して安全な構造となるよう設計するものとする。 

 

＜標 準＞ 

ゲートは、洪水時、高潮時及び風浪等が作用した場合において、全閉することによって堤

防の代わりとなり得るように川表に設けることを基本とする。 

ゲート形式及び規模は、本体の形式・規模及び戸当り等、他の設備との配置を考慮して、

設計条件を満足するように決定することを基本とする。 

扉体構造はプレートガーダ構造を基本とする。 

ゲートの基本寸法は、制約条件を考慮して、「8.4 基本的な構造」に準じて決定することを

基本とする。 

戸当りの形状はゲートの形式に適合したものとし、扉体支承部からの荷重を安全にコンク

リート構造物に伝達することができるように寸法、強度及び剛性を有することを基本とする。 

 

② 開閉装置 

＜必 須＞ 

開閉装置は、ゲートの確実な開閉操作を行うとともに必要な水密性を有する構造とし、残

留沈下及び傾斜を考慮して設計荷重に対して安全な構造となるよう設計するものとする。 

 

＜標 準＞ 

開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うために設置し、ゲート形式に応じて適切な箇所に

設けることを基本とする。 

開閉装置形式の選定に当たっては、設備の設置目的、用途、ゲートの種類、開閉荷重の大

きさ、方向及び押下げ力の要否、揚程、開閉装置の設置位置、配置及び設置環境を考慮の上、

選定することを基本とする。 

開閉装置は、小規模なゲートを除き、電動機等によるものとし、全てのゲートに開閉用予

備動力を備えることを基本とする。 
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ゲートの操作のための設備は、機側操作を基本とする。なお、必要に応じて自動化、遠方

操作化や遠隔操作化を検討することとする。 

 

（２） 函渠 

① 函渠の構造 

＜必 須＞ 

函渠は、遮水壁、門柱、胸壁、ゲート操作台と一体構造とし、必要な水密性、屈とう性を

有する構造とし、残留沈下を考慮して設計荷重に対して安全な構造となるよう設計するもの

とする。 

 

＜標 準＞ 

函渠は、目的とする取水機能、排水機能等を満足させ、適切な位置に設けることを基本と

する。 

函渠の構造形式は、函体の断面構造及び継手の構造特性を考慮して決定することを基本と

する。 

函渠の断面、函渠長は、「8.4.1 函渠の内空断面の設定」、「8.4.2 函渠長」に示す内容によ

り設計することを基本とする。 

ゲート前面には、角落し設置のための戸溝を設けることを基本とする。 

 

② 継手 

＜必 須＞ 

継手は、必要な水密性及び屈とう性を有する構造とし、残留沈下を考慮して設計荷重に対

して安全な構造となるよう設計するものとする。 

 

＜標 準＞ 

継手は、地盤の沈下・変位に樋門を追随させるために設置し、函渠の適切なスパン割を検

討して配置することを基本とする。 

継手は、想定される変形量に応じ、適切な構造形式を選定することを基本とする。 

 

③ 扉室 

＜標 準＞ 

扉室は、取付水路が函渠構造の場合に、函渠内部やゲートの維持管理を行うため、取付水

路の函渠と接続部に設けることを基本とする。 

 

（３） 遮水壁 

＜必 須＞ 

遮水壁は、函渠と一体構造で必要な水密性を有する構造とし、残留沈下を考慮して設計荷

重に対して安全な構造となるよう設計するものとする。 

 

＜標 準＞ 

遮水壁は、函渠の上面及び側面に沿うパイピングを防止するため、函渠に 1 箇所以上設け

ることを基本とする。 

遮水壁の高さ及び幅は、函渠天端及び函渠側面からそれぞれ 1m 以上を基本とする。 
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（４） 門柱 

＜必 須＞ 

門柱は、函渠と一体構造とし、残留沈下及び傾斜を考慮して設計荷重に対して安全な構造

となるよう設計するものとする。 

 

＜標 準＞ 

門柱は、ゲート形式が引上げ式ゲートの場合に設置し、函渠の配置に合わせて設けること

を基本とする。 

門柱の高さは「8.4.3 門柱の天端高」に従って設定することを基本とする。 

門柱の断面は、戸当り金物を十分な余裕をもって取り付けられるように設計することを基

本とする。 

門柱の底部戸当り面は、函渠底版と同一平面とすることを基本とする。 

 

（５） ゲートの操作台 

＜必 須＞ 

操作台は、門柱と一体構造とし、残留沈下及び傾斜を考慮して設計荷重に対して安全な構

造となるよう設計するものとする。 

 

＜標 準＞ 

操作台は、ゲート操作用の開閉装置、操作盤等の機器を設けるため、門柱の上に設けるこ

とを基本とする。 

ゲート操作台は、操作性、維持管理に配慮した形状寸法を基本とする。 

 

8．6．2 胸壁 

＜必 須＞ 

胸壁は、函渠と一体の構造で必要な水密性を有する構造とし、残留沈下及び傾斜を考慮し

て設計荷重に対して安全な構造となるよう設計するものとする。 

 

＜標 準＞ 

胸壁は、堤防内の土粒子の移動及び吸出しを防止するとともに、翼壁の破損等による堤防

の崩壊を一時的に防止できる構造とするため、樋門の川表及び川裏に設けることを基本とす

る。 

胸壁の構造は、逆Ｔ形を基本とする。 

胸壁の横方向の長さは、1m 程度を基本とする。 

 

8．6．3 翼壁 

＜必 須＞ 

翼壁は、必要な水密性及び屈とう性を有する構造とし、残留沈下及び傾斜を考慮して設計

荷重に対して安全な構造となるよう設計するものとする。 

 

＜標 準＞ 

翼壁は、函渠及び胸壁と分離した構造で、堤防や堤脚を保護するため、樋門の川表及び川

裏に設けることを基本とする。 

翼壁の構造は、Ｕ形断面を基本とし、水路幅が広い場合は逆Ｔ形断面とする。 
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翼壁の端部は、堤防と並行に壁を設けることを基本とする。 

 

8．6．4 水叩き 

＜必 須＞ 

水叩きは、必要な水密性及び屈とう性を有する構造とし、設計荷重に対して安全な構造と

なるよう設計するものとする。 

 

＜標 準＞ 

水叩きは、樋門の吐口部及び吞口部の洗掘を防ぐため、必要に応じて翼壁に設けることを

基本とする。 

水叩きの先端は、流水による洗掘及び遮水工との接続に配慮した構造であることを基本と

する。 

水叩きは、翼壁と同一の長さとすることを基本とする。 

 

8．6．5 遮水工 

＜必 須＞ 

遮水工は、必要な水密性及び屈とう性を有する構造とし、残留沈下を考慮して設計荷重に

対して安全な構造となるよう設計するものとする。 

 

＜標 準＞ 

遮水工は、函渠及び翼壁下部の土砂流動と洗掘による土砂の吸出しを防止するため、適切

な位置に設けることを基本とする。 

遮水工の構造、遮水工の深さ、水平方向の長さは、堤防断面形状、水頭差、浸透経路長、

過去の事例などを総合的に検討のうえで決定することを基本とする。 

 

8．6．6 基礎 

＜必 須＞ 

基礎は、函渠の構造特性、残留沈下量及び樋門周辺の堤防への影響を考慮し、設計荷重に

対して安全な構造とするものとする。 

 

＜標 準＞ 

基礎は、函渠及び翼壁の下に同一の基礎で設けることを基本とする。 

基礎の形式及び構造は、樋門周辺の堤防との不同沈下或いは空洞化をできるだけ小さく留

めるよう適切に選定することを基本とする。 

函渠には、グラウトホールを設けることを基本とする。 

 

8．6．7 護床工 

＜必 須＞ 

護床工は、必要な屈とう性を有する構造とし、設計荷重に対して安全な構造となるよう設

計するものとする。 

 

＜標 準＞ 

護床工は、樋門の吐口部及び吞口部の流水による洗掘を防ぐため、翼壁の前面に設けるこ

とを基本とする。 
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護床工は、水叩きと河床との洗掘を防ぐことができる長さ及び構造となるよう設計するこ

とを基本とする。 

 

8．6．8 護岸 

＜必 須＞ 

護岸は、流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止する構造とし、設計荷重に対して安

全な構造となるよう設計するものとする。 

 

＜標 準＞ 

護岸は、流水等の作用により、堤防又は河岸を保護するため、適切な範囲に設けることを

基本とする。 

護岸の形式及び構造は、設置箇所の河道特性及び樋門周辺の堤防環境を考慮し、適切に設

定することを基本とする。 

 

8．6．9 取付水路 

＜必 須＞ 

取付水路は、樋門の円滑な取水機能及び排水機能を満足するとともに、設計荷重に対して

安全な構造となるよう設計するものとする。なお、高水敷の河川横断方向に設ける樋門の取

付水路については、工作物設置許可基準第十を参照する。 

 

＜標 準＞ 

取付水路は、堤防に及ぼす影響を最小限に留めるよう、堤防法線に直角に設けることを基

本とする。 

 

8．6．10 高水敷保護工 

＜必 須＞ 

高水敷保護工は、高水敷の洗掘を防止する構造とし、設計荷重に対して安全な構造となる

よう設計するものとする。 

 

＜標 準＞ 

高水敷保護工は、流水等の作用による高水敷の洗掘を防止するため、必要に応じて高水護

岸前面に設けることを基本とする。 

高水敷保護工は、河川の生態系の保全等の河川環境に配慮した構造を基本とする。 

高水敷保護工は、「8.6.8 護岸」で示す護岸の範囲において設けることを基本とする。 

 

8．6．11 付属施設 

＜標 準＞ 

樋門には、維持管理及び操作のため、必要に応じて付属施設を設けることを基本とする。 

 

8．6．12 既存施設の自動化・遠隔化 

＜標 準＞ 

既存の樋門のゲートの操作のための設備については、必要に応じて自動化、遠方操作化や

遠隔操作化を検討することを基本とする。 

 


